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「
ロ
シ
ア
共
和
国
相
続
法
」
邦
訳

邦訳

お
こ
と
わ
り

「ロシア共和国相続法」

本
稿
は
「
ロ
シ
ア
共
和
国
民
法
典
」
第
七
編
全
文
の
邦
訳
で
あ
る
。
昭
和

四
五
年
度
の
比
較
法
学
会
の
テ
1
7
は
「
各
国
相
続
法
の
比
較
」
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
際
、
ロ
シ
ア
共
和
国
に
つ
い
て
佐
保
が
分
担
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

こ
の
報
告
の
内
容
は
、
近
く
発
行
さ
れ
る
「
比
較
法
研
究
」
一
一
一
一
一
号
に
掲
載

の
予
定
で
あ
る
が
、
向
誌
の
紙
数
の
関
係
か
ら
条
文
の
織
訳
を
付
す
こ
と
が

五

十

嵐

佐

保

雅

子清

で
き
な
い
た
め
、
本
論
集
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
は

」
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
両
名
が
す
す
め
て
き
た
「
ロ
シ
ア
共
和
国
民
法
典
」
邦

訳
の
作
業
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
重
復
を
避
け
る
た
め
解
説
を
省

略
し
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
す
る
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
五
十
嵐
の
留
学
の
た
め
中
断
し
て
い
た
わ
れ
わ
れ
の
訳
業
は
ほ
ぼ

完
成
し
て
お
り
、
本
論
集
の
紙
数
に
余
裕
が
で
き
次
第
逐
次
発
表
の
予
定
で

あ
る
。
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料

第
七
編

相

続

法

資

第
五
二
七
条

相
続
の
基
礎

① 

相
続
は
、
法
律
、
お
よ
び
、
遺
言
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

② 

法
定
相
続
〔

5
2巾
』
。
回
出
回
国
巾
回
。

ω
由
民
。
ミ
〕
は
、
遺
言
に
よ
り
変

更
さ
れ
な
い
場
合
、
お
よ
び
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。

③ 

法
定
相
続
人
〔

5
2
2
5関
口
。

ω
白
目
。
ミ
〕
、

お
よ
び
、
遺
言
相
続

人

〔
恒
常
旬
巾
h
z
z
R

口。

ω
白田巾

E
白Z
E
5
〕

の
い
ず
れ
も
存
在
し
な
い
場

合
、
ま
た
は
相
続
人
の
何
人
も
相
続
を
承
認
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
す
べ

て
の
相
続
人
が
遺
言
者
に
よ
り
相
続
〔
の
権
利
〕
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
死
者
の
財
産
は
相
続
権
に
よ
り
国
庫
に
移
転
す
る
。

第
五
二
八
条

相
続
開
始
の
と
き

被
相
続
人
の
死
亡
日
を
も
っ
て
相
続
開
始
の
と
き
と
す
る
。
た
だ
し
、

被
相
続
人
の
死
亡
宣
告
の
場
合
に
は
、
本
法
典
第
一
一
一
条
第
三
項
に
さ
だ

め
る
日
と
す
る
。

第
五
二
九
条

相
続
開
始
の
場
所

被
相
続
人
の
最
後
の
恒
常
的
住
所
(
第
一
七
条
〉
を
も
っ
て
相
続
開
始
の

場
所
と
す
る
。
た
だ
し
、
恒
常
的
住
所
が
知
れ
な
い
場
合
に
は
財
産
ま
た

は
そ
の
主
要
部
分
の
所
在
地
と
す
る
。

第
五
三

O
条

相
続
人
た
り
得
る
市
民

① 

以
下
各
号
に
さ
だ
め
る
市
民
は
相
続
人
た
り
得
る
。

法
定
相
続
の
場
合
に
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
ま
で
生
存
し
て
い
た

市
民
、
お
よ
び
、
そ
の
死
後
に
出
生
し
た
被
相
続
人
の
子

2 

遺
言
相
続
〔

E
g巾』。
E
E出
巾
口
。

u
白田巾
E
白Z
5
0
〕

の
場
合
に

は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
ま
で
生
存
し
て
い
た
市
民
、
お
よ
び
、
そ
の

生
存
時
に
懐
胎
さ
れ
死
後
出
生
し
た
市
民

第
五
=
二
条

相
続
権
を
有
し
な
い
市
民

① 

被
相
続
人
も
し
く
は
そ
の
相
続
人
の
う
ち
の
何
人
か
に
た
い
し
て
、
ま

た
は
遺
言
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
被
相
続
人
の
最
終
の
意
思
の
実
行
に
た
い

し
て
む
け
ら
れ
た
違
法
行
為
自
体
に
よ
り
、
自
ら
相
続
人
た
る
こ
と
を
可

能
な
ら
し
め
た
市
民
は
、
か
か
る
事
情
が
裁
判
手
続
き
に
よ
り
確
定
さ
れ

た
場
合
に
は
、
法
律
お
よ
び
遺
言
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
相
続
す
る
権
利

を
有
し
な
い
。

② 

子
と
の
関
係
で
親
権
を
剥
奪
さ
れ
相
続
開
始
の
と
き
に
こ
れ
を
回
復
さ

れ
て
い
な
い
親
は
、
当
該
の
子
に
つ
い
て
法
律
に
よ
る
相
続
を
な
し
得
な

ぃ
。
法
律
に
よ
り
課
せ
ら
れ
た
被
相
続
人
の
扶
養
〔

g』
岳
民
同
室
内
〕
義

務
を
悪
意
で
回
避

E
E
O
Z巾
芸
巾
〕
し
、
か
か
る
事
情
が
裁
判
手
続
き

に
よ
り
確
定
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
税
お
よ
び
成
年
の
子
に
つ
い
て
も
同

， 
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様
で
あ
る
。

本
条
第
一
項
の
規
定
は
遺
言
に
よ
る
負
担
〔
ω白
田

E
H
2
2
E
E出

2
1

5ω
〕
(
第
五
三
八
条
〉
に
か
ん
す
る
権
利
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
準
用
す
る
。

③ 第
五
三
二
条

法
定
相
続
人

① 

以
下
各
号
に
さ
だ
め
る
者
は
、
法
定
相
続
に
つ
き
平
等
な
持
分
に
よ
る

相
続
人
と
な
る
。

2 

第
一
順
位
と
し
て
、
死
者
の
子
(
養
子
を
含
む
)
、
配
偶
者
お
よ
び
親

(
養
親
〔
を
含
む
〕
)
、
な
ら
び
に
、
死
後
に
出
生
し
た
死
者
の
子

第
二
順
位
と
し
て
、
死
者
の
兄
弟
姉
妹
、
父
方
た
る
と
母
方
た
る
と

を
問
わ
ず
そ
の
祖
父
母

② 

第
二
順
位
の
相
続
人
は
、
第
一
順
位
の
相
続
人
の
な
い
と
き
、
ま
た
は
、

第
一
順
位
の
相
続
人
が
相
続
を
承
認
し
な
い
と
き
、
ま
た
は
、
第
一
順
位

邦訳

の
す
べ
て
の
相
続
人
が
遺
言
に
よ
り
栢
続
権
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
と
き
に

か
ぎ
り
、
法
律
に
よ
る
相
続
を
な
し
得
る
も
の
と
す
る
。

「ロシア共和国相続法」

③ 

死
者
の
死
亡
前
一
年
を
こ
え
て
そ
の
扶
養
〔
国
民
h
E
号
室
ろ
を
う
け

て
い
た
労
働
能
力
を
有
し
な
い
者
は
、
法
定
相
続
人
と
さ
れ
る
。
か
か
る

者
は
、
他
の
相
続
人
が
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
と
な
ら
ん
で
同
一
順
位
に
お

い
て
相
続
す
る
も
の
と
す
る
。

④ 

被
相
続
人
の
孫
お
よ
び
曾
孫
は
、
相
続
開
始
の
と
き
に
相
続
人
た
る
べ

き
親
が
生
存
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
法
定
相
続
人
と
な
る
。
か
か
る
者

は
死
亡
し
た
親
が
法
定
相
続
に
よ
り
受
く
ベ
か
り
し
持
分
に
つ
き
平
等
に

相
続
す
る
。

⑤ 

養
子
お
よ
び
そ
の
卑
属
は
、
養
子
の
親
〔
実
親
〕
お
よ
び
他
の
血
族
た

る
尊
族
親
な
ら
び
に
兄
弟
姉
妹
の
死
後
、
こ
れ
を
相
続
し
な
い
。

⑥ 

養
子
の
親
お
よ
び
他
の
血
族
た
る
尊
族
親
な
ら
び
に
兄
弟
姉
妹
は
、
養

子
の
死
後
、
こ
れ
を
相
続
し
な
い
。

第
五
三
三
条

家
具
お
よ
び
家
庭
日
用
品
の
相
続

家
具
お
よ
び
家
庭
日
用
品
は
、
〔
相
続
〕
順
位
お
よ
び
相
続
分
と
か
か
わ

り
な
く
被
相
続
人
死
亡
ま
で
一
年
以
上
こ
れ
と
同
居
し
て
い
た
法
定
相
続

人
に
移
転
す
る
。

第
五
三
四
条

自
己
の
裁
量
に
よ
り
そ
の
財
産
を
遺
贈
す
る
市
民
の
権
利

① 

す
べ
て
の
市
民
は
、
遺
言
に
よ
り
、
自
己
の
財
産
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
(
家
具
お
よ
び
家
庭
日
用
品
を
除
外
す
る
こ
と
な
く
)
、
法
定
相
続
人
た

る
と
否
と
を
間
わ
ず
一
人
ま
た
は
数
人
の
者
、
な
ら
び
に
、
国
家
ま
た
は

個
身
の
国
家
的
・
協
同
組
合
的
お
よ
び
社
会
的
機
関
に
の
こ
す
こ
と
が
で

き
る
。

② 

遺
言
者
は
、
遺
言
中
に
お
い
て
、
法
定
相
続
人
の
一
人
、
数
人
あ
る
い

は
全
員
の
相
続
権
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法21(4・133)729



料

第
五
三
五
条

格
統
財
産
に
つ
い
て
の
遺
留
分
〔
。
。

B
2
2
E恒
国
』
。
語
〕

の
権
利

資

被
相
続
人
の
米
成
年
の
子
お
よ
び
労
働
能
カ
の
な
い
子
ハ
養
子
を
含
む
〉
、

な
ら
び
に
、
労
働
能
力
の
な
い
配
偶
者
・
親
(
養
親
〔
を
含
む
〕
)
お
よ
び
死

者
の
扶
養
を
う
け
て
い
た
者
は
、
遺
書
の
内
容
と
か
か
わ
り
な
く
、
法
定

相
続
に
あ
た
り
か
か
る
者
に
移
転
さ
る
べ
き
持
分
の
一
一
一
分
の
こ
を
下
る
こ

と
な
、
き
〔
財
産
を
〕
相
続
す
る
(
遺
留
分
)
。
遺
留
分
の
価
額
の
決
定
に
際
し

て
は
家
具
お
よ
び
家
庭
日
用
品
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
相
続
財
産
の
価
額

〔
に
つ
い
て
〕
も
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
三
六
条

相
続
人
の
予
備
的
指
定

遺
言
者
は
、
遺
言
中
に
お
い
て
自
己
が
指
定
し
た
相
続
人
が
相
続
開
始

前
に
死
亡
し
、
ま
た
は
、
相
続
を
承
認
し
な
い
場
合
に
お
け
る
他
の
相
続

人
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
三
七
条

遺
贈
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
財
産
の
相
続

① 

遺
贈
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
財
産
は
、
本
法
典
第
五
三
二
条
お
よ
び
第

五
三
三
条
の
手
続
き
に
よ
り
相
続
人
と
な
る
法
定
相
続
人
の
聞
で
分
配
さ

れ
る
。

② 

〔
前
項
の
〕
相
続
人
に
は
、
財
産
の
他
の
部
分
が
遺
書
に
よ
り
の
こ
さ
れ

た
法
定
相
続
人
も
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
遺
言
に
よ
り
別
段
の
さ
だ
め
あ
る

場
合
に
は
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。

第
五
三
八
条

遺
書
に
よ
る
負
担

① 

遺
言
者
は
、
遺
言
相
続
人
に
た
い
し
て
一
人
ま
た
は
数
人
の
者
ハ
ミ
ー

E
E
g
h同』同
42r
受
益
者
〉
の
た
め
に
何
等
か
の
義
務
(ω
回
忠
良
宮
市
i

b
r国
区
臨
む
叶
何
回
ω
遺
言
に
よ
る
負
担
〉
の
履
行
を
課
す
こ
と
が
で
き
、
か

か
る
〔
受
益
〕
者
は
そ
の
履
行
を
請
求
す
る
権
利
を
得
る
。
受
益
者
た
り

得
る
者
は
法
定
相
続
人
た
る
と
否
と
を
問
わ
な
い
。

②
遺
言
者
は
、
住
居
の
移
転
を
う
け
た
相
続
人
に
た
い
し
て
当
該
の
住
居

ま
た
は
そ
の
一
定
の
部
分
を
他
の
者
の
終
生
の
利
用
に
供
す
る
義
務
を
課

す
こ
と
が
で
き
る
。
住
居
ま
た
は
そ
の
一
部
の
所
有
権
が
の
ち
に
移
転
し

た
場
合
に
お
い
て
も
終
生
利
用
権
は
そ
の
効
力
を
保
持
す
る
。

@ 

負
担
の
履
行
を
遺
言
者
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
相
続
人
は
、
被
相
続
人

の
債
務
の
う
ち
自
己
の
引
受
分
を
控
除
し
自
己
に
移
転
し
た
相
続
財
産
の

実
際
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
の
み
こ
の
履
行
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

④ 

負
担
の
履
行
を
課
ぜ
ら
れ
た
遺
言
相
続
人
が
相
続
財
産
に
つ
い
て
遺
留

分
の
権
利
を
有
す
る
場
合
に
は
、
遺
留
分
の
範
囲
を
こ
え
て
自
己
に
移
転

⑤ 
し
た
相
続
財
産
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
の
み
負
担
を
履
行
す
る
。

負
担
の
履
行
を
課
せ
ら
れ
た
者
が
相
続
開
始
前
に
死
亡
し
た
場
合
、
お

よ
び
、
〔
こ
の
者
が
〕
相
続
を
承
認
し
な
い
場
合
に
は
、
負
担
の
履
行
義
務

北法21(4・134)730



は
そ
の
持
分
が
移
転
し
た
他
の
相
続
人
に
移
転
す
る
。

第
五
三
九
条

相
続
人
に
た
い
す
る
公
益
を
目
的
と
す
る
行
為
遂
行
の
賦
課

遺
言
者
は
、
公
益
目
的
の
実
現
を
志
向
す
る
何
等
か
の
行
為
の
履
行
を

相
続
人
に
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
が
財
産
的
性
格
を
お
び

て
い
る
場
合
に
は
、
本
法
典
第
五
三
八
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

第
五
回

O
条

遺
言
の
公
証
方
式

遺
言
は
、
成
立
の
場
所
お
よ
び
と
き
を
明
示
し
た
文
書
と
し
て
作
製
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
遺
言
者
の
自
筆
に
よ
り
署
名
さ
れ
、
さ
ら
に
公
証

人
に
よ
り
認
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
回
一
条

公
証
〔
遺
言
〕
と
み
な
さ
れ
る
〔
ロ
宮
℃

E
E
J
F〕
遺
言

以
下
各
号
の
遺
言
は
公
証
遺
言
と
み
な
さ
れ
る
。

帰
属
す
る
寧
部
の
統
卒
部
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
軍
人
の
遺
言

邦訳

2 

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
旗
を
掲
げ
て
航
行
中
の
海
上
ま
た
は
河
川
の
船

舶
中
に
在
る
市
民
の
遺
言
で
航
行
中
の
船
舶
の
船
長
に
よ
っ
て
認
証

「ロシア共和国相続法」

さ
れ
た
も
の

3 

病
院
・
軍
用
病
院
・
療
養
所
・
他
の
常
設
の
医
療
施
設
お
よ
び
廃

兵
院
に
お
い
て
療
養
中
の
市
民
の
遺
言
で
院
長
・
医
長
〔
円
臣
官
』
国
巾
〕

ま
た
は
宿
直
医
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
も
の

4 

実
地
踏
査
・
北
極
地
方
等
の
学
術
探
検
に
従
事
す
る
市
民
の
遺
書

で
探
険
隊
長
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
も
の

第
五
回
二
条

他
者
に
よ
る
遺
言
の
代
署

遺
言
者
が
身
体
的
欠
陥
・
病
気
ま
た
は
他
の
理
由
に
よ
り
遺
言
に
自
筆

の
署
名
を
な
し
得
な
い
場
合
に
は
、
遺
雪
一
回
は
そ
の
申
立
に
よ
り
公
証
人
ま

た
は
他
の
公
務
員
(
第
五
四
一
条
)
の
立
会
の
も
と
で
遺
一
言
者
が
遺
雪
ロ
に

自
筆
の
署
名
を
な
し
得
な
い
理
由
を
摘
示
し
て
他
の
者
に
よ
り
署
名
さ
れ

得
る
。

第
五
回
三
条

① 

遺
言
の
撤
回
お
よ
び
変
更

遺
言
者
は
、
い
つ
で
も
新
し
い
遺
言
を
作
成
し
、
さ
き
に
な
さ
れ
た
遺

言
を
変
更
ま
た
は
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

② 

の
ち
に
作
成
さ
れ
た
遺
言
は
さ
き
に
作
成
さ
れ
た
遺
言
を
完
全
に
、
ま

た
は
、
そ
れ
が
の
ち
に
作
成
さ
れ
た
遺
言
と
低
触
す
る
部
分
に
つ
い
て
撤

回
す
る
も
の
と
す
る
。

③ 

遺
言
者
は
公
証
役
場
に
た
い
す
る
申
立
書
の
提
出
と
い
う
方
法
に
よ
っ

て
も
]
同
様
に
、
遺
言
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
四
四
条

遺
言
の
執
行

① 

遺
言
の
執
行
は
遺
言
中
で
指
定
さ
れ
た
相
続
人
の
義
務
と
さ
れ
る
。

② 

遺
言
者
は
、
相
続
人
で
な
い
〔
者
を
〕
遺
言
中
で
〔
指
定
し
、
〕
指
定
さ
れ

た
者
(
遺
言
執
行
者
)
に
遺
言
の
執
行
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
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料

る
場
合
に
お
い
て
は
、
遺
言
書
自
体
の
表
書
、
も
し
く
は
遺
言
書
に
添
付

さ
れ
た
申
立
書
中
に
表
示
さ
れ
た
執
行
者
の
合
意
を
必
要
と
す
る
。

資

第
五
四
五
条

遺
言
執
行
者
の
権
限

① 

遺
言
執
行
者
は
、
遺
書
の
執
行
の
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
な

す
権
利
を
有
す
る
。

@ 

遺
言
執
行
者
は
遺
書
の
執
行
に
つ
い
て
の
自
己
の
行
為
に
つ
き
報
酬
を

う
け
な
い
。
た
だ
し
、
相
続
財
産
の
保
存
お
よ
び
管
理
に
つ
き
出
棺
さ
れ

た
必
要
経
費
に
か
ん
し
て
は
相
続
財
産
の
計
算
に
お
い
て
補
償
を
う
け
る

権
利
を
有
す
る
。

③ 

遺
言
執
行
者
は
、
遺
言
の
執
行
に
つ
い
て
、
相
続
人
の
請
求
に
よ
り
こ

れ
に
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
四
六
条

相
続
の
承
認

相
続
財
産
の
取
得
の
た
め
に
は
相
続
人
は
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
条
件
付
ま
た
は
留
保
〔

0
2
8日
浜
田
〕
付
〔
で
な
す
〕
相
続
の
承
認

① 
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。

②
相
続
人
が
事
実
上
相
続
財
産
の
占
有
を
は
じ
め
た
と
き
、
ま
た
は
、
相

続
開
始
地
の
公
証
機
関
に
相
続
承
認
の
申
立
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
相

続
人
が
相
続
を
承
認
し
た
も
の
と
み
と
め
ら
れ
る
。

③ 

本
条
に
さ
だ
め
る
行
為
は
相
続
開
始
の
日
か
ら
六
カ
月
以
内
に
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④ 

他
の
者
が
相
続
を
承
認
し
な
い
場
合
に
の
み
相
続
権
が
発
生
す
る
者

は
、
相
続
の
承
認
〔
の
た
め
に
さ
だ
め
ら
れ
た
〕
期
間
の
残
余
部
分
の
経

過
ま
で
に
相
続
を
承
認
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
旨
の
申
立
を
な
す
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
〔
残
余
〕
部
分
が
三
カ
月
に
満
た
な
い
場
合

に
は
、
三
カ
月
ま
で
伸
長
す
る
も
の
と
す
る
。

⑤ 

承
認
さ
れ
た
相
続
財
産
は
、
相
続
開
始
の
と
き
か
ら
相
続
人
に
帰
属
し

て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

第
五
四
七
条

相
続
の
承
認
の
期
間
の
伸
長

① 

本
法
典
第
五
四
六
条
に
さ
だ
め
る
相
続
の
承
認
の
期
間
は
、
裁
判
所
が

期
間
徒
過
の
理
由
を
相
当
と
み
と
め
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
伸

長
さ
れ
る
。
相
続
を
承
認
し
た
他
の
す
べ
て
の
相
続
人
の
合
意
の
あ
る
場

合
に
は
、
さ
だ
め
ら
れ
た
期
間
の
経
過
の
の
ち
と
い
え
ど
も
、
か
っ
、
裁
判

所
に
た
い
す
る
申
立
が
な
く
と
も
、
相
続
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
か
か
る
場
合
に
は
、
相
続
の
承
認
の
期
間
を
徒
過
し
た
相
続
人
に
た
い

し
て
は
、
他
の
相
続
人
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
か
、
ま
た
は
、
国
庫
に
移

転
し
た
財
産
で
当
該
の
者
が
受
く
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
現
物
で
保

管
さ
れ
て
い
る
も
の
、
お
よ
び
、
当
該
の
者
が
受
く
べ
き
で
あ
っ
た
財
産

の
他
の
部
分
〔
現
物
で
保
管
さ
れ
て
い
な
い
部
分
〕
の
〔
う
ち
〕
現
金
化
に
よ

" 
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り
得
ら
れ
た
金
銭
資
産
の
み
が
移
転
す
る
。

第
五
四
八
条

相
続
承
認
権
の
移
転

① 

法
律
ま
た
は
遺
一
一
-
一
回
に
よ
る
相
続
を
な
す
べ
き
相
続
人
が
、
相
続
開
始
の

の
ち
さ
だ
め
ら
れ
た
期
間
(
第
五
四
六
条
〉
内
に
こ
れ
を
承
認
し
得
ず
に

死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
の
者
が
受
く
べ
き
相
続
分
を
承
認
す
る
権
利

は
そ
の
相
続
人
に
移
転
す
る
。

③ 

死
亡
し
た
相
続
人
の
権
利
は
相
続
の
承
認
〔
の
た
め
に
さ
だ
め
ら
れ
た
〕

期
間
の
残
余
部
分
を
期
限
と
し
て
、

一
般
原
則
に
も
と
づ
き
そ
の
相
続
人

に
よ
り
行
使
さ
れ
得
る
。
か
か
る
〔
残
余
〕
部
分
が
三
カ
月
に
満
た
な
い
場

合
に
は
、
コ
一
カ
月
ま
で
伸
長
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
四
九
条

他
の
相
続
人
の
出
現
以
前
に
相
続
財
産
の
占
有
ま
た
は
管
理

に
着
手
し
た
相
続
人
の
権
利

邦訳

① 

他
の
相
続
人
の
出
現
を
ま
た
ず
に
相
続
財
産
の
占
有
ま
た
は
管
理
に
着

手
し
た
相
続
人
は
、
相
続
開
始
の
日
か
ら
六
カ
月
を
経
過
す
る
以
前
ま
た

「ロシア共和国相続法」

は
相
続
権
に
つ
い
て
の
J

証
明
書
を
受
領
す
る
以
前
に
、
相
続
財
産
を
処
分

す
る
(
売
却
す
る
こ
と
、
担
保
に
供
す
る
こ
と
等
〉
こ
と
を
得
な
い
。

② 

前
項
に
さ
だ
め
る
期
間
の
経
過
前
、
あ
る
い
は
、
相
続
権
に
つ
い
て
の

証
明
書
を
受
領
す
る
以
前
に
は
、
相
続
人
は
、
以
下
各
号
に
掲
げ
る
支
出

に
か
ぎ
り
相
続
財
産
の
計
算
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

被
相
続
人
の
病
気
中
そ
の
看
護
の
た
め
の
費
用
、
お
よ
び
そ
の
埋
葬

の
た
め
の
費
用
を
支
弁
す
る
た
め

2 

被
相
続
人
の
扶
養
を
う
け
て
い
た
市
民
を
扶
養
す
る
た
め

労
働
賃
金
に
つ
い
て
の
請
求
、
お
よ
び
、
こ
れ
に
準
ず
る
請
求
を
満

3 
足
さ
せ
る
た
め

4 

相
続
財
産
の
保
存
、
お
よ
び
、
管
理
の
た
め

第
五
五

O
条

相
続
の
放
棄

① 

法
定
ま
た
は
遺
言
相
続
人
は
、
相
続
開
始
の
臼
か
ら
六
カ
月
の
期
間
内

に
相
続
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
放
棄
者
は
、

法
定
相
続
人
(
第
五
三
二
条
)
ま
た
は
遺
言
相
続
人
(
第
五
三
四
条
〉
中
の
他

の
者
の
た
め
に
、
国
家
、
ま
た
は
、
個
々
の
国
家
的
・
協
同
組
合
的
お
よ

び
社
会
的
機
関
の
た
め
に
放
棄
す
る
旨
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

② 

相
続
人
が
何
人
の
た
め
に
相
続
の
放
棄
を
な
す
か
に
つ
き
指
示
の
な
い

相
続
の
放
棄
は
、
相
続
の
不
承
認
と
同
一
の
効
果
を
招
来
す
る
。

③ 

相
続
人
が
相
続
開
始
地
の
公
証
役
場
に
、
相
続
承
認
の
申
立
書
ま
た
は

相
続
権
に
つ
い
て
の
証
明
書
交
付
の
申
立
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
相

統
の
放
棄
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。

④ 

相
続
の
放
棄
は
、
相
続
開
始
地
の
公
証
役
場
に
た
い
し
て
相
続
人
が
申

立
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
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料

第
五
五
一
条

相
続
分
の
増
加

① 

法
定
ま
た
は
遺
言
相
続
人
が
相
続
を
承
認
し
な
い
場
合
、
お
よ
び
、
遺

資

言
者
に
よ
り
相
続
権
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
相
続
分
は
法

定
相
続
人
に
帰
属
し
、
か
か
る
者
の
聞
で
平
等
な
持
分
に
お
い
て
、
分
割

さ
れ
る
。

② 

被
相
続
人
が
自
己
の
す
べ
て
の
財
産
を
そ
の
指
定
し
た
相
続
人
に
遺
贈

し
て
い
る
場
合
に
は
、
離
脱
し
た
〔
。
目
白
E
E
S相
続
人
の
受
く
べ
き
相

続
分
は
他
の
遺
言
相
続
人
に
帰
属
し
、
か
か
る
者
の
聞
で
平
等
な
持
分
に

お
い
て
分
割
さ
れ
る
。

③ 

本
条
の
規
定
は
、
相
続
人
が
、
他
の
相
続
人
、
国
家
、
国
家
的
・
協
同
組

合
的
お
よ
び
社
会
的
機
関
の
た
め
に
相
続
を
放
棄
し
た
場
合
(
第
五
五

O

条
)
、
ま
た
は
、
離
脱
し
た
相
続
人
に
、
相
続
人
の
予
備
的
指
定
が
な
さ
れ

て
い
る
場
合
(
第
五
三
六
条
)
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
五
五
二
条

相
続
財
産
の
国
家
へ
の
移
転

① 

以
下
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
相
続
財
産
は
相
続
権
に
も
と
づ
い
て

国
家
に
移
転
す
る
。

財
産
が
国
家
に
遺
贈
さ
れ
て
い
る
場
合

2 

被
相
続
人
が
法
定
相
続
人
も
遺
言
相
続
人
も
も
た
な
い
場
合

す
べ
て
の
相
続
人
が
遺
言
者
に
よ
り
相
続
権
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
場

3 

A 
口

4 

相
続
人
の
何
人
も
相
続
を
承
認
し
な
い
場
合
(
第
五
四
六
条
、
第
五

五
O
条
)

② 

相
続
人
中
の
い
ず
れ
か
の
者
が
国
家
の
た
め
に
相
続
を
放
棄
し
た
場
合

に
は
、
当
該
の
者
が
受
く
べ
き
相
続
財
産
の
持
分
は
国
家
に
移
転
す
る
。

① 

法
定
相
続
人
の
な
い
場
合
に
お
い
て
被
相
続
人
の
財
産
の
一
部
の
み
が

遺
贈
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
残
余
の
部
分
が
国
家
に
移
転
す
る
。

④ 

本
条
の
規
定
す
る
場
合
に
は
、
相
続
財
産
を
構
成
す
る
著
作
権
、
ま
た

は
、
放
棄
し
た
相
続
人
に
帰
属
す
る
著
作
報
酬
の
持
分
に
つ
い
て
の
権
利

は
消
滅
す
る
。

第
五
五
一
回
一
条

被
相
続
人
の
債
務
に
た
い
す
る
相
相
続
人
の
責
任

相
続
を
承
認
し
た
相
続
人
は
、
自
己
に
移
転
し
た
相
続
財
産
の
現
実
の

価
額
を
限
度
と
し
て
被
相
続
人
の
債
務
に
つ
き
責
を
負
う
。
本
法
典
第
五

五
二
条
の
手
続
ぎ
に
よ
り
財
産
を
受
領
し
た
国
家
は
、
同
一
の
事
由
に
つ

き
責
を
負
う
。

第
五
五
四
条

① 

債
権
者
に
よ
る
請
求
申
出
〔
口
司
巾
』
『
出
国
』
巾
EE巾
〕
の
手
続

被
相
続
人
の
債
権
者
は
、
相
続
開
始
の
日
か
ら
六
カ
月
以
内
に
、
相
続

を
承
認
し
た
相
続
人
・
遺
言
執
行
者
も
し
く
は
相
続
開
始
地
の
公
証
役
場

に
自
己
の
請
求
を
申
出
る
こ
と
、
ま
た
は
、
相
続
財
産
に
た
い
し
て
裁
判
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所
に
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
〔
前
項
の
〕
請
求
は
、
当
該
請
求
〔
召

a
o
E
Z
E巾
〕
の
期
限
の
到
来
と
は

か
か
わ
り
な
く
申
出
る
も
の
と
す
る
。

③ 

か
か
る
規
定
の
不
遵
守
は
、
債
権
者
に
た
い
し
て
、
こ
の
者
に
帰
属
す

る
請
求
権
の
喪
失
を
招
来
す
る
。

第
五
五
五
条

相
続
財
産
の
保
全

相
続
開
始
地
の
公
証
役
場
|
公
一
証
役
場
の
な
い
地
方
に
あ
っ
て
は
勤
労

者
代
議
員
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
ー
は
、
国
家
・
相
続
人
・
負
担
の
受

益
者
お
よ
び
債
権
者
の
利
益
の
た
め
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
相
続
財

① 
産
保
全
の
措
置
を
講
、
ず
る
。

② 

相
続
財
産
の
保
全
は
す
べ
て
の
相
続
人
に
よ
る
相
続
の
承
認
ま
で
継
続

さ
れ
る
。
た
だ
し
相
続
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
相
続
の
承
認
の
た

邦訳

め
に
さ
だ
め
ら
れ
た
期
間
の
満
了
ま
で
継
続
さ
れ
る
。

第
五
五
六
条

相
続
財
産
の
保
管
者
ま
た
は
後
見
人
の
任
命

「ロシア共和国相続法」

相
続
財
産
の
構
成
中
に
管
理
を
必
要
と
す
る
財
産
(
住
宅
そ
の
他
)
が

↓
め
る
場
合
、
お
よ
び
、
相
続
の
承
認
以
前
に
被
相
続
人
の
債
権
者
に
よ
っ

て
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
公
証
役
場
は
財
産
の
保
管
者
を
任
命
す

る
。
た
だ
し
、
公
証
役
場
の
な
い
地
方
に
お
い
て
は
勤
労
者
代
議
員
地
方

ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
〔
当
該
の
〕
財
産
に
つ
き
後
見
人
を
任
命
す
る
。

第
五
五
七
条

相
続
権
に
つ
い
て
の
笹
明
書
の
交
付

① 

相
続
を
な
す
べ
き
相
続
人
は
相
続
開
始
地
の
公
証
役
場
に
た
い
し
て
、

相
続
権
に
つ
い
て
の
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

相
続
財
産
が
国
家
に
移
転
す
る
場
合
(
第
五
五
二
条
〉
に
お
い
て
も
、
向

② 

一
の
手
続
き
に
よ
り
相
続
権
に
つ
い
て
の
一
証
明
書
が
交
付
さ
れ
る
。

第
五
五
八
条

相
続
権
に
つ
い
て
の
証
明
書
の
交
付
期
間

① 

相
続
権
に
つ
い
て
の
】
証
明
書
は
、
相
続
開
始
の
日
か
ら
六
カ
月
を
経
過

し
た
の
ち
に
相
続
人
に
た
い
し
て
交
付
さ
れ
る
。

② 

一
証
明
書
の
交
付
に
つ
き
申
立
〔
書
を
提
出
し
〕
て
い
る
者
を
除
い
て
他
に

相
続
人
が
な
い
こ
と
に
つ
き
公
証
役
場
に
お
い
て
資
料
が
存
す
る
場
合
に

は
、
〔
前
項
の
〕
証
明
書
は
、
法
定
相
続
た
る
と
遺
言
相
続
た
る
と
を
問
わ
ず

相
続
開
始
の
日
か
ら
六
カ
月
の
経
過
を
ま
た
ず
し
て
交
付
さ
れ
得
る
。

③ 

相
続
に
か
ん
す
る
国
家
の
権
利
に
つ
い
て
の
証
明
書
は
相
続
開
始
の
日

か
ら
六
カ
月
を
経
過
す
る
以
前
に
は
交
付
さ
れ
な
い
。

第
五
五
九
条

相
続
財
産
の
分
割

① 

相
続
財
産
の
分
割
は
相
続
を
承
認
し
た
相
続
人
の
合
意
に
も
と
づ
き
、

各
々
の
受
く
べ
き
持
分
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
。
合
意
の
と
と
の
わ
な

い
場
合
に
は
、
分
割
は
裁
判
手
続
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

② 

懐
胎
中
で
あ
る
が
ま
だ
出
生
し
て
い
な
い
相
続
人
が
存
す
る
場
合
に
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料

は
、
相
続
人
は
当
該
の
者
の
受
く
べ
き
持
分
を
分
離
し
〔
残
余
部
分
に
つ

い
〕
て
の
み
相
続
財
産
の
分
割
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
だ
出
生
し
て

資

い
な
い
相
続
人
の
利
益
保
護
の
た
め
に
、
後
見
お
よ
び
保
佐
機
関
の
代
表

者
が
分
割
に
参
加
す
べ
く
召
喚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
六

O
条

コ
ル
ホ
ー
ズ
農
家
世
帯
に
お
け
る
相
続

① 

コ
ル
ホ
ー
ズ
(
個
人
農
)
農
家
世
帯
の
構
成
員
の
死
亡
の
場
合
に
は
、

農
家
世
帯
の
財
産
に
つ
い
て
は
相
続
は
開
始
し
な
い
。

② 

コ
ル
ホ
ー
ズ
(
個
人
農
〉
農
家
世
帯
の
構
成
員
の
死
亡
の
の
ち
に
お
い

て
農
家
世
帯
の
他
の
構
成
員
が
残
存
し
な
い
場
合
に
は
、
農
家
世
帯
の
財

産
に
つ
い
て
本
編
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

第
五
六
』
条

死
後
に
お
け
る
自
己
の
預
金
に
つ
い
て
の
預
金
者
の
指
示

① 

国
家
労
働
貯
金
局
お
よ
び
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
国
立
銀
行
に
預
金
を
有
す
る

市
民
は
、
貯
金
局
ま
た
は
銀
行
に
対
し
て
、
自
己
の
死
亡
の
場
合
に
任
意

の
者
ま
た
は
国
家
に
〔
こ
れ
を
〕
交
付
す
る
旨
の
指
示
を
な
す
権
利
を
有

す
る
。

②
前
項
の
場
合
に
は
、
預
金
は
相
続
財
産
を
構
成
す
る
も
の
と
は
な
ら
ず
、

ま
た
、
こ
れ
に
た
い
し
て
は
本
編
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

③ 

預
金
者
の
特
別
の
指
示
に
よ
り
、
〔
当
該
の
者
の
〕
死
亡
の
場
合
に
国
家

労
働
貯
金
局
お
よ
び
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
国
立
銀
行
の
預
金
を
処
分
す
る
手
続

き
は
当
該
の
信
用
施
設
の
定
款
、
お
よ
び
、

定
さ
れ
た
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
。

一
定
の
手
続
き
に
よ
っ
て
制

預
金
者
が
貯
金
局
、
お
よ
び
銀
行
に
対
し
て
指
示
を
な
さ
な
い
場
合
に

④ 
般
原
則
に
も
と
づ
き
相
続
人
に
移
転
す
る
。

は
、
預
金
者
の
死
亡
に
際
し
て
、
当
該
の
預
金
は
木
綿
の
規
定
に
よ
り

占，
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